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令
和
３
年
分

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・

確
定
申
告
お
疲
れ
様
で
し
た
！

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
確
定
申
告
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
分
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
が
３
月
15
日
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
確
定
申
告
が
３
月
31
日
を
も
ち
ま
し
て
無
事
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

確
定
申
告
期
間
中
、
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
会
員
の
皆
様
そ
し
て
、
青
色
コ
ー
ナ
ー
を
ご
担
当
さ

れ
た
役
員
の
皆
様
、
指
導
会
場
で
の
個
別
相
談
及
び
代
理
送
信
に
ご
派
遣
頂
き
ま
し
た
東
京
地
方

税
理
士
会
神
奈
川
支
部
の
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尚
、
次
の
確
定
申
告
に
向
け
て
記
帳
方
法
や
ご
不
明
点
等
お

悩
み
の
方
は
、
是
非
早
い
時
期
か
ら
ご
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

指導会場来所者数 3,133 名

所得税申告書提出件数 2,322 件

うちｅ‐Ｔａｘ送信件数 1,644 件

青色申告特別控除65･55万円適用件数

(貸借対照表作成者） 1,173 件

消費税申告書提出件数 229 件

うちｅ‐Ｔａｘ送信件数 198 件

青色申請提出件数 68 件

入会者数 50 名

確定申告結果報告 ３月末現在

確 定 申 告 風 景

一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税

務
行
政
に
対
し
ま
し
て
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
３
年
分
の
所
得
税
、
消
費
税
及
び
贈
与
税
の
確
定
申
告
に
つ

き
ま
し
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
状
況
と
な
り
、
昨
年
に
引
き
続
き

「
入
場
整
理
券
方
式
」
を
導
入
し
、
申
告
書
作
成
会
場
内
の
感
染
防

止
策
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
滞
り
な
く
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様
方
の
多
大
な
る
ご
支
援
の
賜
物
と
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
申
告
書
作
成
会
場
内
に
設
置
し
た

「
青
色
コ
ー
ナ
ー
」
へ
の
従
事
、
税
理
士
会
の
無
料
申
告
相
談
の
案

内
業
務
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。

特
に
「
青
色
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
青
色
申
告
の
勧
奨
や
決
算
書
等

の
記
載
方
法
の
説
明
な
ど
、
適
正
申
告
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
役
員
と
事
務
局
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
対
し
ま
し
て
、

重
ね
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
令
和
５
年
10
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
つ
き
ま
し
て
、
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
周
知
・
広
報

を
引
き
続
き
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
よ
り
一
層
の
お

力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会
の
益
々
の

ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念

い
た
し
ま
し
て
、
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

確

定

申

告

を

終

え

て

神
奈
川
税
務
署
長

髙

本

昌

宏
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◆税額を多く申告していたとき 「更正の請求」

◆税額を少なく申告していたとき 「修正申告」

※更正の請求、修正申告、所得税・消費税の期限後申告について、ご不明な点がありましたら国税庁ホームページをご覧いただく
か、当会事務局におたずねください。

◆所得税
確定申告をしなければならないのに申告することを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにして

ください。確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。期限後申告をしたり、申告をし

ないために税務署長から決定を受けたりすると、無申告加算税がかかる場合があります。なお、期限後申告

によって納める税額は、申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。

提出された青色申告決算書・確定申告書が間違っていた場合

◆消費税
令和１年の課税売上高が1,000万円を超えた方は、令和３年分の消費税及び地方消費税の申告と納税をしな

ければなりません。課税事業者（令和１年課税売上高が1,000万円を超えた方）で消費税の確定申告をして

いない方は、できるだけ早く申告してください。所得税同様、延滞税と併せて納付してください。

（注）令和３年分の課税売上高が1,000万円を下回る場合でも申告と納税が必要となります。

請求内容が正当と認められたときは納めすぎた税金が還付されます。更正の請求ができる期間は、原則とし

て法定申告期限から５年以内です。

＜忘れてしまいがちな例＞

経費（消費税、事業税納付金額等）の計上漏れ、予定納税（所得税）中間納付（消費税）の記入漏れ、納税
者が負担している扶養親族の国民年金保険料の控除漏れ、医療費控除や扶養（配偶者）、寡婦、障害者等の
人的控除漏れ 等

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。

＜誤ってしまいがちな例＞

売上から差し引かれている源泉税の売上計上漏れ、持続化給付金等の売上(雑収入)計上漏れ、経費の重複計上、

専従者給与を支給しているのに扶養（配偶者）控除を受けている、103万円以上の給与収入があった扶養家族

を扶養控除してしまった 等

確定申告を忘れていた場合

も う 一 度 ご 確 認 く だ さ い
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消費税インボイス制度が始まります！

労 働 保 険 の お 知 ら せ

令和４年度・労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新期間は、

6月1日(水)～7月11日(月)です。

≪年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です≫
正しい申告のために…早めにご準備を。

詳しい内容はこちらから⇒

労働保険の申請は便利な電子申請で！

お問い合わせは、
神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課

適用第１係・第２係・第３係
電話 ０４５-６５０-２８０３

※当会は労働保険の事務組合となっております。
ご加入等のお問合せは当会事務局担当・岩瀬まで

電話 ０４５－５７７－０６１５

検索 労働保険の電子申請

令和5年10月1日から

申請期間

2022年1月31日(月)～5月31日(火)

給付対象
①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②2021年11月～2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

５０％以上又は３０％以上５０％未満減少した事業者

※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策

により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体

による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請 等

に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます（給付額の算定においても同じ）。

給付額
中小法人等 上限最大250万円 個人事業者等 上限最大50万円を支給します。

給付額 基準期間の売上高※1－対象月の売上高×5か月分

※1 2018年11月～2019年3月／2019年11月～2020年3月／2020年11月～2021年3月のいずれかの

期間(基準月を含む期間であること)

給付上限額（個人の場合）
売上高減少率が△５０％以上＝５０万円
売上高減少率が△３０％以上５０％未満＝３０万円

※申請方法・詳細は「事業復活支援金」ホームページでご確認ください。
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会
の
う
ご
き

１
月
４
日
～
20
日

年
末
調
整
指
導
会

４
日
～
20
日

決
算
準
備
指
導
会

11
日

無
料
税
務
相
談
会

14
日

県
連
事
務
局
長
会
議

21
日

職
員
研
修
会

26
日

全
青
色
理
事
会
ｗ
ｅ
ｂ
会
議

28
日

下
田
町
公
会
堂
特
別
指
導
会
場

１
月
21
日
～
３
月
15
日

確
定
申
告
指
導
会

２
月
１
日
～
28
日

優
先
予
約
実
施
期
間

２
月
４
日
～
３
月
11
日

土
曜
日
予
約
専
用
日

税
理
士
会
主
催
無
料
確
定
申
告
相
談
会
場

１
月
31
日
・
２
月
１
日

神
奈
川
区
役
所
研
究
室

２
月
９
日
・
10
日

日
吉
本
町
西
町
い
き
い
き
会
館

２
月
16
日
～
３
月
15
日

税
務
署
申
告
会
場
青
色
コ
ー
ナ
ー

３
月
16
日
～
３
月
31
日

消
費
税
申
告
指
導
会

３
月
18
日

会
長
・
副
会
長
会
議

22
日

県
連
正
副
会
長
会
議
・
理
事
会
ｗ
ｅ
ｂ
会
議

30
日

理
事
会

●日 程

・税 務 相 談 ５月 10日（火）
６月 ７日（火）

・法 律 相 談 ６月 ７日（火）

無料 税務・ 法律相 談会

●会 場 事 務 局

●相談受付時間 １３ 時 ～ １５ 時

●予約電話番号 ０４５-５７７-０６１５

※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

事前にお電話いただきますようお願いいたします。

（予 約 制）

港 北 出 張 所 開 設 日

●日 程

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●電 話 番 号 ０７０-５５９３-２０２８
（開設日以外はつながりません）

税理士・弁護士による

５月 ２日(月) ９日(月) 16日(月) 23日(月)

６月 ６日(月) 13日(月) 20日(月) 27日(月)

インボイス制度説明会のお知らせ
令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。新制度導入に向け

てインボイス制度の基本的な仕組みや登録申請手続き等について下記の通り説明会を開催致します。現在免税事

業者の方も、ご自身の事業実態に合わせてインボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

お申し込み方法 お電話にて受付致します。 電話番号０４５－５７７－０６１５

講師 神奈川税務署担当官

定員になり次第締切ります。また新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては中止となる場合がございます。

開催日 開催時間 定員 会場

６月 １日（水） １０：３０～１２：００ １０名

(一社)神奈川青色申告会事務局

神奈川区西神奈川1-9-3

グレース竹和弐番館３階

６月 １日（水） １３：３０～１５：００ １０名

６月 ３日（金） １０：３０～１２：００ １０名

６月 ３日（金） １３：３０～１５：００ １０名

インボイス制度が始まっ

たらどう変わるの？

第
10
回
定
時
総
会
開
催
に
つ
い
て

ご
案
内
の
通
り
５
月
30
日
（
月
）
午
後
３
時
30
分
よ
り
新

横
浜
グ
レ
イ
ス
ホ
テ
ル
に
て
第
10
回
定
時
総
会
を
開
催
致
し

ま
す
。
未
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束
が
見
え

な
い
と
こ
ろ
か
ら
皆
様
の
健
康
と
安
全
を
第
一
に
考
え
可
能

な
限
り
ご
参
加
を
お
控
え
い
た
だ
き
会
員
の
皆
様
に
は
委
任

状
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
何
卒

ご
理
解
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

開
催
日
当
日
の
事
務
局
及
び
港
北
出
張
所
に
つ
い
て

事
務
局
受
付
時
間

９
時
～
11
時
ま
で
（
午
後
は
閉

所
）

港
北
出
張
所

終
日
閉
所


